
令和8年7月1日

番号 質　問 回　答

1

開発事前審査書類（抜粋）に「既存農地」629.19㎡と記載があります
が、諸元表の「農場」405㎡とは別に設け、生徒が使用する農地と考えて
よろしいでしょうか。また、回答その4の質問1で、「①側溝の位置・車
両出入口の位置・グラウンドの位置の変更がなければ、外構・配置計画
の変更は可能。」と記載の通り、位置の変更は可能と考えてよろしいで
しょうか。

開発事前審査書類（抜粋）に記載の「既存農地」629.19㎡は、隣接
地であり本計画敷地ではありません。
なお「農場」の位置変更は可能です。

―以下余白―
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